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岩手県議会個人情報保護等事務取扱要綱  

 

（令和５年３月31日制定）   

（令和６年８月９日一部改正）  

（令和７年３月31日一部改正）  

（令和８年３月２日一部改正）  

 

第１ 趣旨 

   この要綱は、岩手県議会個人情報の保護等に関する条例（令和４年岩手県条例第63

号。以下「条例」という。）に基づき、個人情報の保護等に関する事務の取扱いについ

て、岩手県議会が保有する個人情報の保護等に関する規程（令和５年岩手県議会告示

第２号。以下「規程」という。）その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。  

 

第２ 個人情報保護等の窓口  

 １ 個人情報等窓口の設置  

   個人情報保護等に関する事務を取り扱う窓口（以下「個人情報等窓口」という。）

は、議事調査課とする。 

 

 ２ 個人情報等窓口で行う事務  

  (１) 事務局の課（以下「担当課」という。）が保有する個人情報の開示請求、訂正請

求及び利用停止請求に係る相談、案内及び受付に関すること。  

  (２) 個人情報ファイル登録簿（以下「登録簿」という。）の配架及び閲覧に関するこ

と。 

  (３) 担当課が行う個人情報の開示の立会いに関すること。  

  (４) 開示を行った公文書の写し、複製物又は公文書を紙その他これらに類するもの

に印字し、若しくは印画したものの写し（以下「公文書の写し等」という。）の交

付並びに手数料及び送付に要する費用の徴収に関すること。  

  (５) 個人情報を開示する旨若しくは開示しない旨の決定（以下「開示決定等」とい

う。）、訂正する旨若しくは訂正しない旨の決定（以下「訂正決定等」という。）、

利用停止する旨若しくは利用停止しない旨の決定（以下「利用停止決定等」とい

う。）又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求

の受付に関すること。  

  (６) 担当課における個人情報の取扱いに関する苦情の受付に関すること。  

  (７) 個人情報保護等事務の取扱いについての総合的な調整に関すること。  

 

 ３ 担当課で行う事務 

  (１) 登録簿の作成に関すること。  

  (２) 開示請求に係る個人情報の検索及び特定、開示決定等に係る県、国、独立行政

法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者（以



2 

 

下「第三者」という。）に対する意見書提出の機会の付与、開示決定等及びその通

知並びに個人情報の開示の実施に関すること。  

  (３) 訂正請求に係る個人情報の検索及び特定、訂正決定等及びその通知並びに訂正

の実施に関すること。  

  (４) 利用停止請求に係る個人情報の検索及び特定、利用停止決定等及びその通知並

びに利用停止の実施に関すること。  

  (５) 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利

用停止請求に係る不作為に係る審査請求の要件審査、岩手県情報公開・個人情報

保護等審査会（以下「審査会」という。）に対する諮問及び裁決に関すること。  

  (６) 個人情報の取扱いに関する苦情の受付及び処理に関すること。  

 

第３ 登録簿の作成等  

   登録簿の作成等については、別に定める「個人情報ファイル登録簿作成・公表等要

領」によるものとする。 

 

第４ 開示請求に関する事務  

 １ 相談及び案内  

  (１) 個人情報等窓口に個人情報の開示に関する相談があった場合には、相談の内容

が条例に基づく個人情報の開示請求として対応すべきものかどうかを確認する

こと。相談の内容によっては、他の制度による開示請求又は情報提供等の方法に

より対応できるものがあることから、どの方法により対応すべきものであるかを

判断し、適切に対応するものとする。  

  (２) 相談の内容が、個人情報の開示請求として対応すべきものである場合には、開

示請求の手続きを説明し、開示請求書（様式第１号）の提出を求めるものとする。  

 

 ２ 開示請求の受付  

  (１) 開示請求の受付窓口  

     開示請求の受付は、個人情報等窓口においてのみ行うものとする。  

     なお、担当課に直接相談があった場合には、担当課は、他の開示制度の利用や

情報提供等で対応できるときを除き、個人情報等窓口に案内するものとする。  

  (２) 開示請求の方法  

   ア 開示請求は、条例第19条の個人情報の開示を請求できる者が、開示請求書を個

人情報等窓口に提出することにより行うものとする。口頭及び電話による開示請

求は認めないものとするほか、ファクシミリ又は電子メールによる開示請求書の

提出は受け付けないものとする。また、本県の電子申請・届出システムによる請

求はできない。  

   イ 送付による場合の送付先は、次のとおりとする。  

     〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番１号 岩手県議会事務局議事調査課（個人

情報等窓口）  

  (３) 開示請求の受付に当たっての注意事項  
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   ア 開示請求は、当該開示請求に係る個人情報の本人のほか、未成年者若しくは成

年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下「任意代理人」とい

う。）が行うことができるものであること。  

   イ 未成年者であっても、開示請求に係る個人情報の意味、内容等を理解できる者

で開示の実施に要する費用を負担できる者からの開示請求については、これを拒

否する理由はないと認められることから、単独でも開示請求をすることができる

ものであること。  

   ウ 開示請求書への押印は、開示請求をしようとする者が法人である場合を除き、

必要ないものであること。法人である場合には、開示請求は当該法人の代表者名

義によることとし、開示請求書は当該法人の代表者印を押印したものを提出させ

ること。  

   エ 開示請求をしようとする者が身体の障がい等により、自ら開示請求書に記載す

ることが困難な場合は、個人情報等窓口の職員が代筆するなど適当な方法により

対応することができるものとする。  

  (４) 開示請求に係る個人情報の特定  

     個人情報等窓口の職員は、開示請求のあった個人情報について、登録簿を検索

し、開示請求に係る個人情報を取り扱う事務を分掌する担当課に問い合わせ、又

は担当課の職員を立ち会わせること等により、当該個人情報の内容及び当該個人

情報が記録されている公文書の名称等についてできる限り具体的に特定するも

のとする。  

  (５) 本人等であることの確認等  

     個人情報等窓口の職員は、開示請求をしようとする者が当該開示請求に係る個

人情報の本人又はその法定代理人若しくは任意代理人であることを、次により確

認するものとする。  

   ア 本人による開示請求の場合  

    (ア) 提出又は提示を求める書類  

       運転免許証、旅券その他これらに類する書類の原本の提出又は提示を求め

るものとする。  

       なお、「その他これらに類する書類」とは、次に掲げるものとする。  

      ・個人番号カード  

      ・共済組合員証、組合員被扶養者証  

      ・厚生年金手帳、国民年金手帳、船員保険年金手帳  

      ・共済組合年金証書  

      ・船員手帳 

      ・海技免状 

      ・戦傷病者手帳  

      ・恩給等の証書  

      ・身体障害者手帳  

      ・在留カード、特別永住者証明書 

      ・印鑑登録証明書及び登録印鑑  
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      ・猟銃・空気銃所持許可証  

      ・宅地建物取引主任者証  

      ・電気工事士免状  

      ・無線従事者免許証  

      ・学生証又は会社の身分証明書（写真が貼り付けられたものに限る。）  

      ・行政機関が発行する証明書等で氏名及び住所又は居所の確認ができるもの

（戸籍謄本、住民票の写し等本人以外の者も取得できる書類を除く。）  

      ・その他本人であることを証する書類として適当と認めるもの  

    (イ) 確認の方法  

     ａ (ア)の書類のうち、写真の貼付された書類（住所又は居所及び氏名の記載

のあるものに限る。）により本人の確認を行う場合には、開示請求をしようと

する者と当該書類の写真を照合して確認するものとする。  

     ｂ それ以外の書類により本人の確認を行う場合には、複数の書類（住所又は

居所及び氏名を確認できるものに限る。）の提出又は提示を求めて確認する

ものとする。ただし、一の書類に写真が貼付されている場合には、当該書類

に住所又は居所の記載がなくとも氏名の記載があれば足りるものとする。  

     ｃ 開示請求をしようとする者の氏名が、婚姻等の理由により開示請求に係る

個人情報の本人の氏名と異なっているときは、 (ア)の書類のほか、旧姓等が

確認できる書類の提出又は提示を求めるものとする。  

     ｄ (ア)の書類に記載された住所又は居所が現住所又は現居所と異なる場合に

は、現住所又は現居所が確認できる書類（住民票の写し等）の提出又は提示

を求めるものとする。  

   イ 法定代理人による開示請求の場合  

    (ア) 提出又は提示を求める書類  

       法定代理人に係るア (ア)に掲げる書類及び戸籍謄本、成年後見に係る登記

事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類の原本の提出又は提示

を求めるものとする。  

       なお、「その他法定代理人の資格を証明する書類」とは、開示請求に係る個

人情報の本人が未成年者又は成年被後見人であること及び開示請求をしよ

うとする者が本人の法定代理人であることを証明するもので、次に掲げるも

のとする。  

      ・戸籍抄本 

      ・住民票の写し  

      ・その他法定代理人であることを証明する書類として適当と認めるもの  

    (イ) 確認の方法  

       確認の方法は、ア(ア)に掲げる書類による確認に関しては、ア (イ)と同様

の方法により行い、開示請求に係る個人情報の本人が未成年者又は成年被後

見人であること及び開示請求をしようとする者が本人の法定代理人である

ことの確認に関しては、 (ア)に掲げる書類のうち１種類のものの提出又は提

示を求めて確認するものとする。  
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    (ウ) 法定代理人が法人の場合  

       法定代理人が法人の場合には、開示請求は当該法人の代表者名義によるこ

ととし、開示請求書に当該法人の代表者印を押印させるとともに、当該代表

者印に係る印鑑証明書及び代表者としての資格を証明する書類（法人登記簿

の謄本等）並びに成年後見に係る登記事項証明書の提出又は提示を求めるも

のとする。  

       なお、窓口請求の場合、請求の任に当たる担当者に係るア（ア）及び上記

代表者印を押印した担当者への委任状を提出又は提示すること。  

ウ 任意代理人による開示請求の場合  

    (ア) 提出又は提示を求める書類  

       任意代理人に係るア (ア )に掲げる書類及び開示請求に係る個人情報の本

人の記名及び押印がある委任状（押印した印鑑に係る印鑑証明書（請求をす

る日の前30日以内に作成されたものに限る。）が添付されているものに限る。）

の提出又は提示を求めるものとする。  

    (イ) 確認の方法  

       確認の方法は、ア(ア)に掲げる書類による確認に関しては、ア (イ)と同様

の方法により行い、開示請求をしようとする者が任意代理人であることの確

認に関しては、(ア)に掲げる書類の提出又は提示を求めて確認するものとす

る。 

    (ウ) 任意代理人が法人の場合  

       任意代理人が法人の場合には、開示請求は当該法人の代表者名義によるこ

ととし、開示請求書に当該法人の代表者印を押印させるとともに、当該代表

者印に係る印鑑証明書及び代表者としての資格を証明する書類（法人登記簿

の謄本等）の提出又は提示を求めるものとする。  

       なお、窓口請求の場合、請求の任に当たる担当者に係るア（ア）及び上記

代表者印を押印した担当者への委任状を提出又は提示すること。  

   エ 送付による開示請求の場合  

     送付により開示請求書が提出されたときは、次によるものとする。  

    (ア) 本人等であることの確認  

     ａ 本人による請求の場合  

       原則として、ア (ア)に掲げる書類のうち、写真を貼付された書類を含む２

種類のものを複写機を用いて複写したもの及び住民票の写しを提出させる

ものとする。  

     ｂ 法定代理人又は任意代理人による請求の場合  

       法定代理人又は任意代理人に係るア(ア)に掲げる書類については、ａの方

法により提出させ、法定代理人に係るイ (ア)の書類についてはそのうち１種

類（又は必要に応じ複数）のものの原本を、任意代理人に係るウ (ア)の書類

については原本を提出させるものとする。  

    (イ) 開示請求者の意思の確認  

       本人、法定代理人又は任意代理人（以下「本人等」という。）による請求
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のいずれの場合においても、開示請求者に電話等により連絡をとり、本人等

の開示請求の意思の確認を必ず行うものとする。  

       また、開示請求者の意思を確認した場合には、開示請求書の備考欄に意思

確認の日時を記載するものとする。  

   オ 提出又は提示を求める書類の写しの確保  

     開示請求をしようとする者から提出又は提示された書類により本人等である

ことを確認した場合には、開示請求者の同意を得て、当該書類の写しを取り、個

人情報の本人等の確認書類として開示請求書に添付するものとする。  

  (６) 未成年者の法定代理人による請求  

     未成年者であっても、単独で開示請求をすることができるものであることから、

十分な意思能力を有すると認められる未成年者の法定代理人による請求につい

ては、本人の意思又は利益に反することがないよう慎重に取扱う必要があり、本

人である未成年者に意思確認を行うこととしているので、その旨を開示請求をし

ようとする者に説明するものとする。  

  (７) 代理人による請求  

     特定個人情報の開示請求に係る委任があっても、任意代理人に対する委任者に

係る個人番号以外の個人情報の開示が、委任者の意思又は利益に反する場合は、

委任の範囲を超えているおそれもあることから、そのようなおそれがある場合は、

本人である委任者に意思確認を行うことを任意代理人に説明するものとする。  

  (８) 開示請求書の補正  

   ア 記載事項に記入漏れがあるなど形式上の不備がある場合は、開示請求をした者

（以下「開示請求者」という。）に対して当該個所の補正を求めること。  

   イ 送付により開示請求書が提出された場合は、原則として、文書により必要部分

の補正を求めるものとする。  

   ウ 補正を求めた場合には、補正の参考となる情報の提供に努めなければならない

とされていること（条例第20条第３項）、当該補正に要した日数については、後述

の開示決定期間に算入されないこと（条例第 26条第１項）に注意する必要がある。 

   エ なお、開示請求者が補正に応じない場合には、当該開示請求が不適法であるこ

とを理由とする非開示決定を行うこととなる。  

  (９) 開示請求の取下げ  

   ア  開示決定等が行われるまでの間に開示請求者から開示請求の全部又は一部を

取り下げる旨の申出があったときは、当該申出に係る書面（以下「開示請求取下

書」という。）の提出を求めるものとする。  

   イ 開示請求取下書に記載すべき事項は、おおむね次のとおりとする。  

    (ア) 開示請求者の氏名及び住所又は居所  

    (イ) 開示請求書の日付又は開示請求書を提出した日付  

    (ウ) 開示請求書の「公文書の名称その他の開示請求に係る個人情報を特定する

に足りる事項」欄に記載した事項（取下げが開示請求の一部である場合にお

いては、当該記載した事項のうち取り下げる内容）  

   ウ 開示請求取下書の受付は、個人情報等窓口においてのみ行うものとする。  
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   エ 開示請求取下書の提出については、 (２)に定める取扱いに準ずるものとする。

ただし、送付による提出については、すべての開示請求者に対し、これを認める

ものとする。  

   オ 個人情報等窓口の職員は、開示請求の取下げをしようとする者が開示請求者本

人であることを、(５)に定める取扱いに準じて確認するものとする。この場合に

おいて、開示請求者が法定代理人であるときには、開示請求者と開示請求に係る

個人情報の本人との関係を証明する書類の提出又は提示については、これを要し

ない。 

   カ 担当課は、個人情報等窓口から開示請求取下書の送付を受けた場合には、これ

を供覧し、事案の処理を終了するものとする。ただし、取下げが開示請求の一部

である場合は、この限りでない。  

 

 ３ 開示請求書の取扱い  

   個人情報等窓口で開示請求書を受け付けた後は、次により処理するものとする。  

  (１) 開示請求者に対する説明等  

     開示請求を受け付けた場合は、当該請求書へ収受印を押印し、その写しを開示

請求者に交付するとともに、次の事項を説明するものとする。（送付による開示請

求の場合には、収受印を押印した開示請求書の写し及び説明事項を記載した書面

を開示請求者に送付すること。）  

     なお、収受印の月日は、後述の開示決定等の期間の起算日となることに注意す

ること。  

   ア 開示請求に係る個人情報の開示決定等は、請求を受け付けた日から 15日以内に

行われること。なお、やむを得ない理由により延長する場合があること。  

   イ 開示決定等は書面により通知すること。なお、開示の請求に係る手数料、開示

する場合には開示を実施する日時及び場所、公文書の写し等の送付に要する費用

等についても、同書面で通知すること。  

   ウ 開示の実施を受ける際は、上記イの書面を持参し提示しなければならないこと、

また、２(５)アの手続に準じて開示請求者本人であることの確認を改めて受けな

ければならないこと。  

   エ 法定代理人又は任意代理人が開示請求をしている場合において、開示決定等の

通知を受ける前に法定代理人又は任意代理人の資格を喪失したときは、書面によ

り直ちにその旨を届け出ること。また、個人情報の開示を受ける前に法定代理人

又は任意代理人の資格を喪失したときも同様であること。（規程第10条第４項） 

  (２) 開示請求書の送付等  

     開示請求書の写しを保管した上で、直ちに、当該開示請求書を担当課に送付す

るものとする。  

  (３) 担当課における開示請求書の取扱い  

   ア 担当課は、個人情報等窓口から開示請求書の送付を受けた場合には、速やかに

開示請求に係る個人情報を検索し、特定するものとする。  

   イ 検索の結果、開示請求に係る個人情報を保有していない場合など開示請求の対
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象とならない場合は、開示請求者に対しその旨を十分に説明すること。この場合、

請求が取り下げられるときを除き、不存在又は不適法を理由とする非開示の決定

を行うことになる。  

 

 ４ 開示決定等  

  (１) 内容の検討  

     担当課は、開示請求に係る個人情報が条例第 21条各号に規定する情報（以下「非

開示情報」という。）に該当するかどうかを検討するものとする。  

  (２) 開示決定等の期限  

     原則として、開示請求があった日から 15日以内に開示決定等を行わなければな

らない。  

     なお、個人情報等窓口において開示請求書を受け付けた日をもって、開示請求

があった日として取り扱うものとする。  

  (３) 開示決定等の期限の延長  

   ア 事務処理上の困難その他正当な理由により開示決定等の期限を延長する場合、

担当課は、開示請求があった日から15日以内に開示決定等期限延長通知書（様式

第２号）により、開示請求者に通知するものとする。  

   イ 延長した場合の期限は、開示請求があった日から45日を限度とすることとされ

ているが、延長は事務処理上の困難その他正当な理由があるときに限り認められ

るものであり、当該理由に応じた相当の期間内に開示決定等を行わなければなら

ないこと。  

   ウ 決定期限の延長を行った場合、担当課は、開示決定等期限延長通知書の写しを

個人情報等窓口に送付するものとする。  

  (４) 開示決定等の期限の特例  

   ア 請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以

内にそのすべてについて処理することが不可能な場合、また、そのすべてについ

て処理することで通常の事務の遂行に著しい支障が生ずる場合は、開示請求に係

る個人情報のうち相当の部分について 45日以内に開示決定等をし、残りの個人情

報については、相当の期間内に開示決定等を行うことができるが、この場合は、

担当課は、請求があった日から15日以内に開示決定等期限特例延長通知書（様式

第３号）により、開示請求者に通知するものとする。なお、 (３)の「決定期限の

延長」を行った後、更に「開示決定等の期限の特例」を適用することはできない

ことに注意すること。  

   イ 開示決定等の期限の特例を適用した場合は、担当課は、開示決定等期限特例延

長通知書の写しを個人情報等窓口に送付するものとする。  

  (５) 第三者に関する情報  

     開示請求のあった個人情報に、第三者に関する情報が含まれている場合の取扱

いは、５の「第三者に関する情報の取扱い」によるものとする。  

  (６) 未成年者の法定代理人による開示請求の取扱い  

     未成年者の法定代理人による開示請求については、開示請求に係る個人情報の
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内容、性質等からみて、開示することが明らかに当該未成年者の利益に反すると

認められる場合を除き、当該未成年者に開示に対する意思確認を行うものとする。 

     なお、明らかに当該未成年者の利益に反すると認められる場合とは、未成年者

が法定代理人から虐待を受けている場合や法定代理人が未成年者に対する権利

侵害で刑事上の責任を問われている場合その他当該未成年者と法定代理人の利

益が相反することが客観的に明らかな場合をいう。  

   ア 意思確認の方法  

    (ア) 担当課は、満15歳以上の未成年者の法定代理人による開示請求があった場

合には、当該未成年者本人に対し、速やかに、開示請求書の写しを送付して

確認書の提出を求め、未成年者本人が当該開示について同意するか否かの意

思確認を行うものとする。  

    (イ) 当該未成年者が満12歳以上満 15歳未満の場合にあっては、特に必要がある

と認められるときに限り、 (ア)と同様に意思確認を行うものとする。  

    (ウ) 満12歳未満の場合は、当該未成年者本人の意思に基づいて開示請求がなさ

れたものとして、意思確認は行わないものとする。  

   イ 意思に基づく開示決定  

     担当課は、意思確認をするまでもなく開示することが明らかに当該未成年者の

利益に反すると認められる場合を除き、未成年者本人の意思に基づき開示決定等

の判断を行うものとする。（本人が開示に同意しない旨の意思を示している場合

には、条例第 12条第１号に該当し、非開示決定を行うこととなる。）  

     なお、次の場合には、当該未成年者の同意がないものとして、取り扱うものと

する。 

    (ア) 本人が所在不明等で、その意思を確認できない場合  

    (イ) 確認書が期限内に返送されない場合  

    (ウ) 本人の意思が明らかに真意ではないことが容易に判断できる場合  

  (７) 任意代理人による開示請求の取扱い  

     任意代理人による開示請求については、開示請求に係る個人情報の内容、性質

等からみて、開示することが明らかに当該委任者の利益に反すると認められる場

合は、当該委任者に開示に対する意思確認を行うものとする。  

     意思確認は、当該委任者本人に対し、開示請求書の写しを送付して確認書の提

出を求め、任意代理人に対し当該委任者本人の個人情報を開示することについて

意思確認を行うものとする。  

     なお、確認書が期限内に返送されない場合には、任意代理人に開示することに

ついて異論がないものとして、取り扱うものとする。  

  (８) 開示決定等の決裁  

     開示決定等は、岩手県議会事務局代決専決規程（昭和44年岩手県議会訓令第４

号）第８条の規定により、担当課の長の専決事項である。ただし、特に重要であ

ると認められる事案については、同規程第５条の規定により、上司の決裁を受け

なければならない。  

  (９) 内部調整  
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   ア 個人情報等窓口との協議  

     担当課は、開示決定等に当たっては、個人情報等窓口に協議するものとする。  

   イ 関係課等との調整  

     担当課は、開示の請求に係る個人情報に他の担当課が分掌する事務に係る情報

が記録されている場合には、当該他の担当課と連絡をとり、調整を行うものとす

る。 

  (10) 開示決定等の内容及びその通知  

   ア 全部開示決定 

     担当課は、開示請求に係る個人情報が非開示情報に該当しないときは、個人情

報の全部を開示する旨の決定を行い、開示決定通知書（様式第４号）により開示

請求者に通知するものとする。  

   イ 部分開示決定 

     担当課は、次の場合には、個人情報の一部を開示する旨の決定を行い、開示決

定通知書により開示請求者に通知するものとする。  

    (ア) 開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が含まれている場合で、その

部分を容易に区分して除くことができるとき  

    (イ) 条例第21条第２号の情報（特定の個人を識別することができるものに限る。）

で、氏名等特定の個人を識別することができる記録を除くことにより、個人

の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき  

   ウ 非開示決定  

     担当課は、次の場合には、個人情報の全部を開示しない旨の決定を行い、開示

をしない旨の決定通知書（様式第５号）により開示請求者に通知するものとする。 

    (ア) 開示請求に係る個人情報に非開示情報に該当する情報が含まれており、か

つ、部分開示も行うことができないとき  

    (イ) 開示請求に係る個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否すると

き。 

    (ウ) 開示請求に係る個人情報を保有していないとき  

    (エ) 開示請求が不適法であるとき  

   エ 個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するときの取扱い  

     担当課は、個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否しようとすると

きは、当該情報の内容及び個人情報の存否を明らかにできない理由を明示した上

で、個人情報等窓口に、その適否について協議するものとする。  

 

 ５ 第三者に関する情報の取扱い  

  (１) 意見書提出の機会の付与  

     担当課は、開示請求に係る個人情報に、第三者に関する情報が含まれている場

合には、必要に応じ、当該第三者に意見書を提出する機会を与えるものとする。

ただし、当該第三者に関する情報が、条例第 21条各号のいずれかに該当すること

又はいずれにも該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。  

     なお、次の場合は、第三者の所在が判明しない場合を除き、第三者に意見書を
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提出する機会を与えなければならないことに注意すること。  

   ア 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、

当該第三者に関する情報が条例第 21条第２号イ又は同条第３号ただし書に規定

する情報に該当すると認められるとき。  

   イ 第三者に関する情報が含まれている個人情報を条例第 23条の規定に基づき開示

しようとするとき。  

  (２) 機会の付与の方法  

     担当課は、第三者に対し、第三者意見照会書（様式第６号）により、意見書の

提出を求めるものとする。この場合、意見照会は開示請求者の個人の識別性をで

きる限り消去して行うこと。また、開示請求者の氏名等個人情報を第三者に知ら

せざるを得ない場合には、開示請求者の同意を得るよう努めるとともに、第三者

に対し他の者に当該情報を漏らすことのないよう要請するなど開示請求者の権

利利益の保護に十分配慮し、慎重に行うものとする。  

  (３) 第三者への通知  

     担当課は、第三者から意見書の提出があった個人情報について開示決定を行っ

た場合は、当該意見書において開示に反対の意思を表示していない場合にあって

も、当該第三者に対し、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書

（様式第７号）によりその旨を通知するものとする。  

     なお、非開示決定を行った場合には、口頭又は書面で通知するものとする。  

  (４) 第三者が開示に反対する旨の意見書を提出した場合の取扱い  

     第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合にお

いて、開示決定を行ったときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少な

くとも２週間を置かなければならないことに注意すること。  

 

 ６ 開示の実施等  

  (１) 開示の方法  

   ア 文書又は図画の開示の方法  

    (ア) 閲覧の方法  

       原則として、原本を閲覧に供するものとする。ただし、原本を閲覧に供す

ることにより、当該文書又は図画を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、

日常業務に使用している台帳等を提示する場合で提示することにより日常

業務に支障をきたすとき、部分開示を行う場合その他正当な理由があるとき

は、原本を複写した物を閲覧に供するものとする。この場合、複写に要する

費用は徴収しないものとする。  

       また、当該文書又は図画の開示に際し、開示請求者から、カメラ、デジタ

ルカメラ、カメラ付き携帯電話、ビデオカメラ、携帯複写機、スキャナその

他これらに類する機器（以下「カメラ等」という。）による撮影、複写又は読

み取り（以下「撮影等」という。）の申出があったときは、撮影等に必要なカ

メラ等、什器、電源等を持参する場合に限り使用を認めるものとする。ただ

し、閲覧時に、カメラ等を当該文書又は図画の撮影等以外に使用した場合そ
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の他事務上相当な理由がある場合は、その使用の中止を命ずることができる。 

    (イ) 写しの作成及び交付の方法  

     ａ 文書又は図画の原本又はそれを複写したものについて、乾式複写機により

作成した写しを交付することにより行うものとし、写しの用紙の大きさは、

日本産業規格Ａ列３番、Ｂ列４番、Ａ列４番又はＢ列５番とする。この場合、

写しの作成は、原則として担当課の職員が行うものとする。  

     ｂ 文書又は図画の写しは、原則として白黒で作成するものとするが、カラー

の地図、図面等については、複写機によりカラーで作成した写しを交付する

ことができるものとする。この場合は、あらかじめ開示請求者の意向を確認

する。 

     ｃ 乾式複写機による複写が困難な場合は、業者に委託するなどの方法により

写しを作成するものとする。  

     ｄ 著作権法による保護を受ける著作物にあっては、情報公開条例の規定に基

づき開示する場合と異なり、著作権者が開示請求に係る個人情報の本人であ

る場合等を除き、開示することができないので留意すること。  

    (ウ) 部分開示の方法  

     ａ 開示部分と非開示部分がページ単位で区分できる場合  

       非開示部分をクリップで挟み閉ざしたもの、非開示部分を袋で覆ったもの

等により開示する。  

     ｂ 開示部分と非開示部分が同一ページにある場合  

       非開示部分を黒色の遮へい物で覆って複写したもの、該当ページを複写し

た上で非開示部分を黒インク等で塗りつぶし、再度複写したもの等により開

示する。  

   イ 電磁的記録の開示の方法  

    (ア) 閲覧又は視聴による方法  

       磁気テ－プ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの（以下

「磁気テープ等」という。）に記録されている電磁的記録で、議会が保有する

電子計算機その他の機器を用いて閲覧又は視聴することができるものにつ

いては、当該方法により行うものとする。  

       ただし、閲覧若しくは視聴により、原本が破損するおそれがあるとき、又

は日常業務に支障をきたすときには、複製物により行うことができるものと

する。 

    (イ) 複製物の交付による方法  

       磁気テープ等に記録されている電磁的記録については、光ディスク（ＣＤ

－Ｒ。700ＭＢのものに限る。）で複製物を交付するものとする。  

       ただし、開示請求者から希望のある場合、光ディスク（ＣＤ－Ｒ。700ＭＢ

のものに限る。）で容量が不足する場合等は、複製が容易にできる場合に限り、

他の電磁的記録媒体で複製物を交付することができる。  

    (ウ) 部分開示の方法  

       同一の磁気テープ等に非開示情報が含まれている場合であって、その非開
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示情報が記録されている部分とその他部分が容易に区分でき、非開示情報の

部分を記号（＊等）等に置き換え又は削除することが技術的に容易である場

合は、原本を複製したものについてその処理を行った後、閲覧若しくは視聴

又は複製物の交付を行うものとする。  

       なお、技術的に分離することが困難である場合には、当該方法による開示

は行わず、紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又

は写しの交付の方法により対応することとなる。  

    (エ) 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの

交付による方法  

       議会が保有する電子計算機を用いて紙その他これらに類するものに印字し、

又は印画することができるものについては、紙その他これらに類するものに

印字し、又は印画したものを閲覧に供し、又はその写しを交付するものとす

る。 

       この場合の紙等に印字し、又は印画したものの閲覧及び写しの交付につい

ては、文書又は図画の場合と同様に行うものとする。  

  (２) 開示の実施の方法等の申出  

   ア 担当課は、開示決定を行った場合は、開示決定通知書に、開示の実施方法等申

出書（様式第８号）を添付の上送付し、指定した月日までに開示の実施の方法等

について申出を求めるものとする。  

   イ 開示請求者が開示請求書に開示の実施の方法を記載している場合で、別に申出

がない場合は、当該記載をもって開示の実施の方法等についての申出とみなされ

るものである。  

  (３) 開示の実施  

   ア 開示を実施する日時及び場所  

     個人情報の開示は、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の写し等を送

付する場合を除き、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において

行うものとする。  

     なお、決定通知をした後、開示請求者がやむを得ない事情により、あらかじめ

指定した日時に開示を受けることができない場合は、別の日時に個人情報の開示

を実施するものとする。  

   イ 開示の準備  

    (ア) 担当課は、開示の指定時刻までに、開示の場所へ開示請求に係る個人情報

が記録された公文書を搬入し、待機するものとする。  

    (イ) 担当課は、破損等のおそれがあるなどの理由により、原本を複写したもの

を開示する場合は、あらかじめ当該公文書の写しを準備するものとする。  

   ウ 本人等の確認 

     担当課は、開示の場所に来庁した者に対して決定通知書の提示を求めるととも

に、開示請求者本人であることの確認を行うものとする。  

   エ 個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴の実施  

     担当課は、個人情報が記録された公文書を提示し、開示請求者の求めに応じて
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当該個人情報の内容等について説明するものとする。この場合、個人情報等窓口

の職員は、原則として、この閲覧又は視聴に立ち会うものとする。  

 

第５ 訂正請求に関する事務  

 １ 相談及び案内  

  (１) 個人情報等窓口に個人情報の訂正に関する相談があった場合には、相談の内容

が条例に基づく個人情報の訂正請求として対応すべきものかどうかを確認する

こと。相談の内容によっては、他の制度による訂正請求により対応できるものが

あることから、どの方法により対応すべきものかを判断し、適切に対応するもの

とする。  

  (２) 相談の内容が、個人情報の訂正請求として対応すべきものである場合には、訂

正請求の手続を説明し、訂正請求書（様式第９号）の提出を求めるものとする。 

  (３) 相談の内容が、次のものである場合には、条例に基づく訂正請求の対象となら

ないので、その旨及びその理由を十分に説明するとともに、必要に応じ、担当課

への案内等を行うこと。  

   ア 本条例による開示決定に基づき開示を受けたものでない個人情報（条例第 32条

第１項）  

   イ 事実に関するもの以外の個人情報（条例第 32条第１項）  

   ウ 当該個人情報の訂正に関して、法令等の規定により、特別の手続が定められて

いる個人情報（条例第 32条第１項ただし書）  

   エ 開示を受けてから90日を経過した個人情報（条例第 32条第３項）  

 

 ２ 訂正請求の受付  

  (１) 訂正請求の受付窓口  

     訂正請求の受付は、個人情報等窓口においてのみ行うものとする。  

     なお、担当課に直接相談があった場合には、担当課は、他の訂正制度の利用で

対応できるときを除き、個人情報等窓口に案内するものとする。  

  (２) 訂正請求の方法  

     訂正請求は、条例第32条の個人情報の訂正を請求できる者が、訂正請求書を個

人情報等窓口に提出することにより行うものとする。その他の取扱いは、開示請

求における取扱いに準ずるものとする。  

  (３) 訂正請求に係る個人情報の特定  

     個人情報等窓口の職員は、訂正請求のあった個人情報について、当該個人情報

の開示を受けた日及び当該個人情報の内容又は当該個人情報が記録されている

公文書の名称等についてできる限り具体的に特定するものとする。  

  (４) 本人等であることの確認等  

     個人情報等窓口の職員は、訂正請求をしようとする者が訂正請求に係る個人情

報の本人等であることを、開示請求における取扱いに準じて確認するものとする。 

  (５) 訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類等の確認  

     個人情報等窓口の職員は、訂正請求をしようとする者に、訂正を求める内容が
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事実と合致することを証明する書類その他の資料の提出又は提示を求め、これら

の確認を行うものとする。  

     なお、提示された書類等については、訂正請求をしようとする者の同意を得た

上で、その写しを取り、訂正請求書に添付するものとする。  

  (６) 訂正請求書の補正  

     訂正請求書の記載事項に記入漏れがあるなど形式上の不備がある場合の訂正請

求書の補正の取扱いは、開示請求における取扱いに準ずるものとする。  

  (７) 訂正請求の取下げ  

     開示請求における取扱いに準ずるものとする。  

 

 ３ 訂正請求書の取扱い  

   個人情報等窓口で訂正請求書を受け付けた後は、次により処理するものとする。  

  (１) 訂正請求者に対する説明等  

     訂正請求を受け付けた場合は、当該請求書へ収受印を押印し、その写しを訂正

請求をした者（以下「訂正請求者」という。）に交付するとともに、次の事項を説

明するものとする。（送付による訂正請求の場合には、収受印を押印した訂正請求

書の写し及び説明事項を記載した書面を訂正請求者に送付すること。）  

     なお、収受印の月日は、後述の訂正決定等の期間の起算日となることに注意す

ること。  

   ア 訂正請求は、客観的な正誤の判断を行うことができる事実に関する個人情報に

限られるものであること。  

   イ 訂正請求に係る個人情報の訂正決定等は、請求を受け付けた日から30日以内に

行われること。なお、やむを得ない理由により延長する場合があること。  

   ウ 訂正決定等は書面により通知すること。訂正する場合には、当該訂正をした内

容、訂正を実施した日等を記載するとともに、当該訂正に係る個人情報が記録さ

れた公文書の写しを添えて通知すること。  

   エ 法定代理人又は任意代理人が訂正請求をしている場合において、訂正決定等の

通知を受ける前に法定代理人又は任意代理人の資格を喪失したときは、書面によ

り直ちにその旨を届け出ること。  

  (２) 訂正請求書の送付等  

     開示請求における取扱いに準ずるものとする。  

  (３) 担当課における訂正請求書の取扱い  

     開示請求における取扱いに準ずるものとする。  

 

 ４ 訂正決定等  

  (１) 事実関係の調査  

     担当課は、訂正請求に係る個人情報を特定した後、当該個人情報の内容に事実

の誤りがあるかどうかについて、次により調査を実施するものとする。  

   ア 訂正請求に係る個人情報の内容が事実に関するものかどうかを判断すること。  

   イ 当該個人情報の内容が事実に関するものと認められる場合は、訂正請求書とと
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もに提出又は提示された書類等（訂正を求める個人情報の内容が事実と合致する

ことを証明する書類その他の資料）を参考として、関係書類等と照合するなどの

方法により、速やかに当該事実の正誤を確認すること。  

   ウ また、当該事実の正誤の確認に当たっては、第三者に対する調査の実施につい

て必要性を検討し、必要があると認めるときは、第三者への意見の聴取、照会等

を口頭又は文書により行うこと。  

   エ なお、第三者への照会等に当たっては、原則として訂正請求者の個人としての

識別性を消去して照会を行うなど訂正請求者の権利利益の保護に十分配慮する

こと。 

   オ 調査の結果、訂正する旨の決定をした場合には、照会等を行った第三者にその

旨を通知すること。  

   カ 担当課は、調査の内容を書面により記録しておくこと。  

  (２) 訂正決定等の期限  

     原則として、訂正請求があった日から30日以内に訂正決定等を行わなければな

らない。  

     なお、個人情報等窓口において請求書を受け付けた日をもって、訂正請求があ

った日として取り扱うものとする。  

  (３) 訂正決定等の期限の延長  

   ア 事務処理上の困難その他正当な理由により訂正決定等の期限を延長する場合、

担当課は、訂正請求があった日から30日以内に訂正決定等期限延長通知書（様式

第10号）により、訂正請求者に通知するものとする。  

   イ 延長した場合の期限は、訂正請求があった日から60日を限度とすることとされ

ているが、延長は事務処理上の困難その他正当な理由があるときに限り認められ

るものであり、当該理由に応じた相当の期間内に訂正決定等を行わなければなら

ないこと。  

   ウ 決定期限の延長を行った場合、担当課は、訂正決定等期限延長通知書の写しを

個人情報等窓口に送付するものとする。  

  (４) 訂正決定等の期限の特例  

   ア 訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、訂正請求に係る個人情報に

ついて、相当の期間内に訂正決定等を行うことができるが、この場合は、担当課

は、請求があった日から30日以内に訂正決定等期限特例延長通知書（様式第 11号）

により、訂正請求者に通知するものとする。なお、 (３)の「決定期限の延長」を

行った後、更に「訂正決定等の期限の特例」を適用することはできないことに注

意すること。  

   イ 訂正決定等の期限の特例を適用した場合は、担当課は、訂正決定等期限特例延

長通知書の写しを個人情報等窓口に送付するものとする。  

  (５) 訂正決定等の決裁  

     開示請求における取扱いと同様である。  

  (６) 内部調整  

   ア 個人情報等窓口との協議  
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     担当課は、訂正決定等に当たっては、個人情報等窓口に協議するものとする。  

   イ 関係部課等との調整  

     担当課は、訂正請求に係る個人情報に他の担当課が分掌する事務に係る情報が

記録されている場合には、当該他の担当課と連絡をとり、調整を行うものとする。 

  (７) 訂正決定等の内容及びその通知  

   ア 訂正決定  

     担当課は、訂正請求に係る個人情報に事実の誤りがある場合は、個人情報を訂

正する旨の決定を行い、訂正請求に係る個人情報の一部に事実の誤りがある場合

は、当該事実の誤りのある部分は訂正し、その他の部分は訂正しない旨の決定を

行い、訂正決定通知書（様式第 12号）により訂正請求者に通知するものとする。 

   イ 非訂正決定  

     担当課は、次の場合には、個人情報を訂正しない旨の決定を行い、訂正をしな

い旨の決定通知書（様式第13号）により訂正請求者に通知するものとする。  

    (ア) 訂正請求に係る個人情報に事実の誤りがないと認められるとき。  

    (イ) 訂正請求が不適法であるとき。  

   ウ 訂正決定通知書等の送付  

    (ア) 担当課は訂正決定等を行った場合、個人情報の訂正が必要なときには当該

訂正を行った上で、速やかに、訂正決定通知書等を訂正請求者に送付するも

のとする。  

    (イ) 担当課は、個人情報訂正決定通知書を送付するときは、訂正した後の公文

書の写しを添付するものとする。  

    (ウ) 担当課は、訂正決定通知書等の写しを個人情報等窓口に送付するものとす

る。 

 

 ５ 訂正の実施等  

  (１) 訂正の時期  

     個人情報の訂正は、訂正する旨の決定をした後、直ちに行うものとする。  

  (２) 訂正の方法  

   ア 文書又は図画の訂正の方法  

     訂正することとした個人情報が文書又は図画に記録されている場合には、原本

の該当する部分を二重線で消し、その上部等に朱書き等により正確な情報を記載

するものとする。この場合、余白に訂正請求により訂正をした旨及び訂正をした

年月日を記載するなど訂正の経過を明らかにしておくものとする。  

     また、訂正することとした個人情報が記録された原本を訂正することに困難な

事情がある場合には、当該個人情報が事実と異なっている旨及び正確な個人情報

を記した資料を添付するなどの方法により訂正を行うものとする。  

   イ 電磁的記録の訂正の方法  

     訂正することとした個人情報が電磁的記録に記録されている場合には、当該電

磁的記録の該当する部分について、変更し、消去し、又は新たに記録するなどの

方法を用いて訂正を行うものとする。  
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  (３) 収集先及び利用・提供先に対する措置  

   ア 訂正請求によって個人情報を訂正した場合、当該情報が記録されている他の公

文書があるときには、当該公文書についても、速やかに訂正するものとする。  

   イ 訂正した個人情報を、訂正請求者以外の者から収集していた場合は当該収集先

に対し、他の担当課が保有している場合は当該担当課に対し、また、外部に提供

している場合は当該提供先に対し、必要に応じ、訂正の内容を通知し、その訂正

を依頼するなどの措置を講ずるものとする。  

 

第６ 利用停止請求に関する事務  

 １ 相談及び案内  

  (１) 個人情報等窓口に個人情報の利用停止に関する相談があった場合には、相談の

内容が条例に基づく個人情報の利用停止請求として対応すべきものかどうかを

確認すること。相談の内容によっては、他の制度による利用停止請求により対応

できるものがあることから、どの方法により対応すべきものかを判断し、適切に

対応するものとする。  

  (２) 特定個人情報を除く個人情報の利用停止請求は、条例第39条第１項のいずれか

に該当することが要件であるので、その旨を確認し、相談の内容が、個人情報の

利用停止請求として対応すべきものである場合には、利用停止請求の手続を説明

し、利用停止請求書（様式第 14号）の提出を求めるものとする。  

  (３) 特定個人情報の利用停止請求は、条例第40条第１項のいずれかに該当すること

が要件であるので、その旨を確認し、相談の内容が、特定個人情報の利用停止請

求として対応すべきものである場合には、利用停止請求の手続を説明し、利用停

止請求書の提出を求めるものとする。  

 

 ２ 利用停止請求の受付  

  (１) 利用停止請求の受付窓口  

     利用停止請求の受付は、個人情報等窓口においてのみ行うものとする。  

     なお、担当課に直接相談があった場合には、担当課は、他の利用停止制度の利

用で対応できるときを除き、個人情報等窓口に案内するものとする。  

  (２) 利用停止請求の方法  

     利用停止請求は、条例第 39条又は第40条の個人情報の利用停止を請求できる者

が、利用停止請求書を個人情報等窓口に提出することにより行うものとする。そ

の他の取扱いは、開示請求における取扱いに準ずるものとする。  

  (３) 利用停止請求に係る個人情報の特定  

     個人情報等窓口の職員は、利用停止請求のあった個人情報について、開示請求

における取扱いに準じて、当該個人情報の開示を受けた日及び当該個人情報の内

容又は当該個人情報が記録されている公文書の名称等についてできる限り具体

的に特定するものとする。  

  (４) 本人等であることの確認等  

     個人情報等窓口の職員は、利用停止請求をしようとする者が利用停止請求に係
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る個人情報の本人等であることを、開示請求における取扱いに準じて確認するも

のとする。  

  (５) 利用停止請求書の補正  

     利用停止請求書の記載事項に記入漏れがあるなど形式上の不備がある場合の利

用停止請求書の補正の取扱いは、開示請求における取扱いに準ずるものとする。 

  (６) 利用停止請求の取下げ  

     開示請求における取扱いに準ずるものとする。  

 

 ３ 利用停止請求書の取扱い  

   個人情報等窓口で利用停止請求書を受け付けた後は、次により処理するものとする。 

  (１) 利用停止請求者に対する説明等  

     利用停止請求を受け付けた場合は、当該請求書へ収受印を押印し、その写しを

利用停止請求をした者（以下「利用停止請求者」という。）に交付するとともに、

次の事項を説明するものとする。（送付による利用停止請求の場合には、収受印を

押印した利用停止請求書の写し及び説明事項を記載した書面を利用停止請求者

に送付すること。）  

     なお、収受印の月日は、後述の利用停止決定等の期間の起算日となることに注

意すること。  

   ア 利用停止請求は、条例の規定に違反して取り扱われている個人情報である場合

に行うことができるものであり、事実関係を調査した上で、利用停止決定等を行

うこととなること。  

   イ 利用停止請求に係る個人情報の利用停止決定等は、請求を受け付けた日から30

日以内に行われること。なお、やむを得ない理由により延長する場合があること。 

   ウ 利用停止決定等は書面により通知すること。利用停止する場合には、利用停止

する措置の内容及び利用停止を実施した日等を記載して通知すること。  

   エ 法定代理人又は任意代理人が利用停止請求をしている場合において、利用停止

決定等の通知を受ける前に法定代理人又は任意代理人の資格を喪失したときは、

書面により、直ちにその旨を届け出ること。  

  (２) 利用停止請求書の送付等  

     開示請求における取扱いに準ずるものとする。  

  (３) 担当課における利用停止請求書の取扱い  

     開示請求における取扱いに準ずるものとする。  

 

 ４ 利用停止決定等  

  (１) 事実関係の調査  

     担当課は、利用停止請求に係る個人情報を特定した後、当該個人情報が条例の

規定に違反して取り扱われているものであるかどうかについて、次により調査を

実施するものとする。  

   ア 担当課は、利用停止請求書に記載された「請求の理由」を参考として、関係書

類等と照合するなどの方法により、速やかに、当該個人情報が条例の規定に違反
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して取り扱われているものであるかどうかを確認すること。  

   イ また、違反の事実の確認に当たっては、第三者に対する調査の実施について必

要性を検討し、必要があると認めるときは、第三者への意見の聴取、照会等を口

頭又は文書により行うこと。  

   ウ なお、第三者への照会等に当たっては、原則として利用停止請求者の個人とし

ての識別性を消去して照会を行うなど利用停止請求者の権利利益の保護に十分

配慮すること。  

   エ 調査の結果、利用停止する旨の決定をした場合には、照会等を行った第三者に

その旨を通知すること。  

   オ 担当課は、調査の内容を書面により記録しておくこと。  

  (２) 利用停止決定等の期限  

     原則として、利用停止請求があった日から30日以内に利用停止決定等を行わな

ければならない。  

     なお、個人情報等窓口において請求書を受け付けた日をもって、利用停止請求

があった日として取り扱うものとする。  

  (３) 利用停止決定等の期限の延長  

   ア 事務処理上の困難その他正当な理由により利用停止決定等の期限を延長する場

合は、担当課は、利用停止請求があった日から30日以内に利用停止決定等期限延

長通知書（様式第15号）により、利用停止請求者に通知するものとする。  

   イ 延長した場合の期限は、利用停止請求があった日から60日を限度とすることと

されているが、延長は事務処理上の困難その他正当な理由があるときに限り認め

られるものであり、当該理由に応じた相当の期間内に利用停止決定等を行わなけ

ればならないこと。  

   ウ 決定期限の延長を行った場合は、担当課は、利用停止決定等期限延長通知書の

写しを個人情報等窓口に送付するものとする。 

  (４) 利用停止決定等の期限の特例  

   ア 利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、利用停止請求に係る個

人情報について、相当の期間内に利用停止決定等を行うことができるが、この場

合は、担当課は、請求があった日から30日以内に利用停止決定等期限特例延長通

知書（様式第16号）により、訂正請求者に通知するものとする。なお、(３)の「決

定期限の延長」を行った後、更に「利用停止決定等の期限の特例」を適用するこ

とはできないことに注意すること。  

   イ 利用停止決定等の期限の特例を適用した場合は、担当課は、利用停止決定等期

限特例延長通知書の写しを個人情報等窓口に送付するものとする。  

  (５) 利用停止決定等の決裁  

     開示請求における取扱いと同様である。  

  (６) 内部調整  

   ア 個人情報等窓口との協議  

     担当課は、利用停止決定等に当たっては、個人情報等窓口に協議するものとす

る。 
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   イ 関係部課等との調整  

     担当課は、利用停止請求に係る個人情報に他の担当課が分掌する事務に係る情

報が記録されている場合には、当該他の担当課と連絡をとり、調整を行うものと

する。 

  (７) 利用停止決定の内容及びその通知  

   ア 利用停止決定 

     担当課は、利用停止請求に係る個人情報が条例の規定に違反して取り扱われて

いると認められる場合は、当該個人情報の利用の停止又は消去若しくは提供の停

止（以下「利用停止」という。）をする旨の決定を行い、利用停止請求に係る個人

情報の一部が条例の規定に違反して取り扱われていると認められる場合には、当

該違反に係る部分について利用停止をし、その他の部分は利用停止をしない旨の

決定を行い、利用停止決定通知書（様式第 17号）により利用停止請求者に通知す

るものとする。  

   イ 非利用停止決定  

     担当課は、次の場合には、個人情報を利用停止しない旨の決定を行い、利用停

止をしない旨の決定通知書（様式第 18号）により利用停止請求者に通知するもの

とする。  

    (ア) 利用停止請求に係る個人情報が条例の規定に違反して取り扱われている事

実がないと認められるとき  

    (イ) 利用停止請求が不適法であるとき。  

    (ウ) 利用停止請求に理由があると認められる場合でも、利用停止をすることに

より、事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき  

   ウ 事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあることを理由に利用停止をしない

場合の取扱い  

     担当課は、利用停止請求に理由があると認める場合でも、利用停止をすること

により、事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められることを理由

として利用停止をしないこととしようとするときは、「著しい支障」の内容を明示

して個人情報等窓口に、その適否について協議するものとする。  

   エ 利用停止決定通知書等の送付  

    (ア) 担当課は利用停止決定等を行った場合、個人情報の利用停止が必要なとき

には当該利用停止を行った上で、速やかに、利用停止決定通知書等を利用停

止請求者に送付するものとする。  

    (イ) 担当課は、個人情報利用停止決定通知書を送付するときは、利用停止した

後の公文書の写し又は利用停止したことが分かる書面を添付するものとす

る。 

    (ウ) 担当課は、利用停止決定通知書等の写しを個人情報等窓口に送付するもの

とする。  

 

 ５ 利用停止の実施等 

  (１) 利用停止の時期  
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     個人情報の利用停止は、利用停止する旨の決定をした後、直ちに行うものとす

る。 

  (２) 利用停止の方法  

   ア 文書又は図画については、原本の該当する部分を黒塗りするものとする。この

場合、余白に利用停止請求により消去した旨及び消去をした年月日を記載するな

ど消去の経過を明らかにしておくものとする。  

     また、消去することとした個人情報が当該文書又は図画のすべてである場合に

は、個人情報が記録された文書又は図画を廃棄又は焼却するものとする。  

     電磁的記録については、該当する部分について、完全に消去するものとする。  

   イ 目的外の利用に係る公文書の該当部分について、アに準じて消去を行うものと

する。なお、消去することにより本来の目的に利用することができなくなる場合

は、目的外の事務に利用することを中止するものとする。  

   ウ 特定個人情報について、当該個人情報が記録された文書又は図画を廃棄又は焼

却するものとする。  

  (３) 収集先及び利用・提供先に対する措置  

   ア 利用停止請求によって個人情報を利用停止した場合、当該情報が記録されてい

る他の公文書があるときには、当該個人情報についても、速やかに利用停止する

ものとする。  

   イ 利用停止した個人情報を、利用停止請求者以外の者から収集していた場合は当

該収集先に対し、他の担当課が保有している場合は当該担当課に対し、また、外

部に提供している場合は当該提供先に対し、必要に応じ、利用停止の内容を通知

し、その利用停止を依頼するなどの措置を講ずるものとする。  

 

第７ 審査請求があった場合の取扱い  

   開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等（以下第７において「開示決定等」

という。）又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求（以下第７において「開示請

求等」という。）に係る不作為に係る審査請求があった場合には、次により取り扱うも

のとする。  

 １ 審査請求の受付 

   開示決定等又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求書は、個人情報等窓口にお

いて受け付けるものとする。  

 

 ２ 審査請求書の要件審査  

  (１) 記載事項の確認  

     担当課は、行政不服審査法の規定に基づき、次の要件について確認するものと

する。 

   ア 審査請求書の記載事項の確認  

   イ 代表者若しくは管理人、総代又は代理人がある場合は、それぞれの資格を証明

する書面（法人登記簿の謄本・抄本、代表者又は管理人を選任したことを証する

総会議事録等の写し、成年後見に係る登記事項証明書又は代理人委任状等）の添
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付の有無  

   ウ 審査請求期間内（開示決定等があったことを知った日の翌日から３月以内）の

審査請求かどうか。  

   エ 審査請求人適格の有無（開示決定等又は開示請求等に係る不作為によって直接

自己の権利利益を侵害された者かどうか。）  

  (２) 審査請求書の補正  

     担当課は、当該審査請求が、上記 (１)の要件を満たさず不適法なものであって

も、補正することができる場合は、相当の期間を定めて補正を命ずるものとする。 

  (３) 審査請求についての却下の裁決  

     担当課は、当該審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求に

ついて却下の裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人に送付するものとする。こ

の場合、担当課は、当該裁決書の写しを個人情報等窓口に送付するものとする。 

   ア 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合  

   イ 補正命令に応じなかった場合  

   ウ 補正命令に定める補正の期間を経過した場合  

  (４) 審査請求の取下げ  

   ア 審査請求に対する裁決が行われるまでの間に審査請求人から審査請求の全部又

は一部を取り下げる旨の申出があったときは、当該申出に係る書面（以下「審査

請求取下書」という。）の提出を求めるものとする。  

   イ 審査請求取下書に記載すべき事項は、おおむね次のとおりとする。  

    (ア) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所  

    (イ) 審査請求書の日付又は審査請求書を提出した日付  

    (ウ) 審査請求に係る処分の内容  

    (エ) 取下げが審査請求の一部である場合においては、審査請求書に記載した審

査請求の趣旨及び理由のうち、取り下げる内容  

   ウ 審査請求取下書の受付は、担当課において行うものとする。  

   エ 担当課は、審査請求取下書を受け付けた場合、当該取下書へ収受印を押印し、

その写しを個人情報等窓口に送付するものとする。  

   オ 担当課は、エにおいて受け付けた審査請求取下書を供覧し、事案の処理を終了

するものとする。ただし、取下げが審査請求の一部である場合は、この限りでな

い。 

 

 ３ 開示決定等の再検討  

  (１) 担当課は、審査請求があったときは、直ちに開示決定等の再検討を行うものと

する。 

  (２) 担当課は、再検討の結果、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人

情報の全部を開示、訂正又は利用停止することが適当と判断した場合は、第三者

から開示に反対の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）が提出さ

れている場合を除き、原処分を取り消す裁決を行い、直ちに審査請求人へ裁決書

謄本を送付するものとする。この場合、担当課は、当該裁決書の写しを個人情報
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等窓口に送付するものとする。なお、この場合には、審査会への諮問は要しない

ものである。  

  (３) 担当課は、原処分を取り消す裁決を行い、又は裁決が行われたときは、審査請

求に係る個人情報の全部を開示、訂正又は利用停止する旨の決定を行い、開示決

定通知書、訂正決定通知書又は利用停止決定通知書により審査請求人に通知する

ものとする。この場合、担当課は、開示決定通知書等の写しを個人情報等窓口に

送付するものとする。  

 

 ４ 審査会への諮問  

  (１) 諮問期日等  

     担当課は、次に掲げる場合を除き、審査会に諮問するものとする。  

   ア 審査請求が不適法であり、却下する場合  

   イ 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示、訂正又

は利用停止することとする場合（第三者から反対意見書が提出されているときを

除く。）  

  (２) 諮問書の作成 

     担当課は、次に掲げる事項を記載した諮問書を作成するものとする。  

   ア 審査請求の対象となった個人情報が記録されている公文書の表示  

   イ 審査請求に至る経過  

   ウ その他必要な事項  

  (３) 諮問書の提出 

     担当課は、諮問書に次に掲げる書類を添付して、個人情報等窓口へ提出するも

のとする。  

   ア 審査請求書の写し  

   イ 個人情報開示請求書、個人情報訂正請求書又は個人情報利用停止請求書の写し  

   ウ 個人情報開示請求等に対する決定通知書等の写し  

   エ 弁明書 

   オ 反論書（審査請求人から提出された場合に限る。）  

   カ その他必要な書類  

  (４) 諮問をした旨の通知  

     担当課は、審査会に諮問した場合は、次に掲げる者に諮問をした旨の通知書（様

式第19号）により、諮問した旨を通知するものとする。  

   ア 審査請求人及び参加人  

   イ 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（開示請求者等が審査請求人又は

参加人である場合を除く。）  

   ウ 当該審査請求に係る開示決定等又は開示請求等に係る不作為について反対意見

書を提出した第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。）  

 

 ５ 審査会が行う調査への対応  

   担当課は、審査会から求めがあった場合は、これに応じなければならない。  
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 ６ 意見の陳述等  

   担当課は、必要があると認める場合は、審査会に対し、意見の陳述の機会を求め、

意見書若しくは資料を提出し、又は審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧を

求めるものとする。  

 

 ７ 審査会の答申  

   個人情報等窓口は、審査会から答申があった場合は、答申書を直ちに担当課へ送付

するものとする。  

   なお、答申書については、審査会からその写しが審査請求人及び参加人に送付され

るとともに、その概要が公表されるものである。  

 

 ８ 審理手続の終結  

   担当課は、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用する同法第 41

条第３項の規定による通知は、答申書が送付された後に行うものとする。  

 

 ９ 審査請求に対する裁決等 

  (１) 担当課は、８の通知後、遅滞なく、答申を尊重して、当該審査請求の裁決を行

うものとする。  

  (２) 担当課は、審査請求に対する裁決を行った場合は、裁決書の謄本を審査請求人

及び参加人へ送付するとともに、その写しを個人情報等窓口に送付するものとす

る。 

  (３) 担当課は、審査請求を認容（原処分の全部又は一部の取消し）する裁決を行い、

又は裁決が行われたときは、当該裁決に基づき、速やかに、認容部分について開

示決定等を行い、開示請求者等に通知するものとする。なお、第三者から反対意

見書が提出されている場合で、開示決定を行うときは、当該第三者に対し、開示

決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知すること、

開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければな

らないことに注意すること。  

  (４) 担当課は、開示決定等又は第三者への書面による通知を行ったときは、これら

の書類の写しを個人情報等窓口に送付するものとする。  

 

 10 第三者から審査請求があった場合の取扱い  

  (１) 第三者に関する情報が含まれている個人情報に係る開示決定に対して当該第三

者から審査請求があった場合には、審査請求が提起されただけでは開示の実施は

停止されないものである（行政不服審査法第 25条第１項）。したがって、個人情報

等窓口は、開示の実施を停止するためには審査請求と併せて執行停止の申立てを

する必要がある旨（行政不服審査法第 25条第２項）を審査請求人に対して説明す

るものとする。  

  (２) 第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決を行った場合は、当該第三



26 

 

者に訴訟提起の機会を確保するため、当該審査請求に係る裁決の日と開示を実施

する日との間に少なくとも２週間を置かなければならないことに注意すること。 

 

第８ 死者情報の取扱いに係る事務  

   条例においては、「個人情報」とは生存する個人に関する情報に限られており、死者

情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合に限り、当該遺族等の

個人情報として開示が認められている。  

   しかし、死者情報が同時に遺族等の個人情報として開示請求が認められないケース

であっても、遺族等にとっては自らの個人情報と同視し得るほど重要かつ切実なもの

である場合もあると考えられることから、本県議会では、死者情報の保護及び取扱い

についても、個人情報とは明確に区分した上で条例に規定し、遺族等に対し、死者情

報の開示請求権及び訂正請求権を認めている。 

  (１) 死者情報の取扱い  

     条例では、職員や受託者等に対し、業務上知り得た死者情報の内容について適

正に取り扱う義務を課しており、死者情報についても、個人情報同様、慎重な保

護及び適正な取扱いが求められている。 

  (２) 死者情報の開示請求、訂正請求  

   ア 請求権者  

     死者情報の開示又は死者情報の訂正を請求できる者は、当該死者の遺族等（当

該死者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

った者を含む。）、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族をいう）及び

遺族等の法定代理人又は任意代理人に限られる。 

   イ 死者情報の開示請求等の手続  

     個人情報の開示請求等と同様の手続により請求を受ける（様式第20号～32号）。

ただし、条例第 52条第２項から第５項に特段の定めがあるので、確認が必要であ

る。 

    (ア) 提出又は提示を求める書類  

       遺族等に係る第４の２（５）ア(ア)の書類及び戸籍謄本その他遺族等であ

ることを証明する書類の原本の提出又は提示を求めるものとする。  

       なお、「その他遺族等であることを証明する書類」とは、次に掲げるもの

とする。  

       ・戸籍抄本  

       ・住民票の写し  

       ・その他遺族等であることを証明する書類として適当と認めるもの  

    (イ) 確認の方法  

       確認の方法は、第４の２（５）ア(ア)に掲げる書類による確認に関しては、

第４の２（５）ア(イ)と同様の方法により行い、開示請求に係る個人情報の

本人が死者であること及び開示請求をしようとする者が本人の遺族等であ

ることの確認に関しては、(ア)に掲げる書類のうち１種類（又は必要に応じ

て複数）のものの提出又は提示を求めて確認するものとする。  
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第９ 苦情の処理に関する事務  

 １ 苦情の受付  

  (１) 担当課が保有する個人情報の取扱いに対する苦情は、個人情報等窓口及び担当

課で受け付ける。  

  (２) 苦情があったときは、苦情の内容を十分に聴取し、苦情申出処理票を作成する。

この場合、苦情を申し出た者（以下「苦情申出者」という。）が苦情に対する処理

の回答を求めたときは、当該申出者の氏名、住所、電話番号等を確認する。  

 

 ２ 苦情の処理  

  (１) 担当課は、関係書類の確認、関係者に対する照会等の方法により、苦情に係る

個人情報の取扱いの事実関係を調査し、苦情に対する処理を行い、その内容を苦

情申出者に書面で回答するなど適切かつ迅速な処理に努める。  

  (２) 担当課は、苦情に対する処理の経過及び結果を苦情申出処理票に記録するとと

もに、その写しを個人情報等窓口に送付するものとする。  

  (３) その他苦情の処理に関する事務の取扱いについては、「県議会提言取扱要綱」に

定めるところによる。  

 

第10 岩手県情報公開・個人情報保護等審査会への諮問  

   個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特

に必要であると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。  

 

第11 実施状況の公表  

   個人情報等窓口は、毎年度、原則として４月末日までに、前年度の条例の実施状況

を取りまとめ、岩手県報に登載することにより、公表するものとする。  

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和６年８月９日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和７年３月 31日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年３月 日から施行する。 

 



 

 

様式第１号（第４ １（２）関係） 

年  月  日 

 

岩手県議会議長 様 

 

           （ふりがな） 

氏名                         

住所又は居所 

〒 

                           

℡       （     ）            

 

 

開示請求書 

 

岩手県議会個人情報の保護等に関する条例第 19 条第１項の規定により、次のとおり保有

個人情報の開示を請求します。 

 

１ 開示を請求する保有個人情報（具体的に特定してください。） 

 

 

 

 

 

２ 求める開示の実施方法等 

ア又はイのいずれかを選択してください。 

ア 事務所における開示の実施を希望する。 

＜実施の方法＞ □閲覧 □写しの交付 

□その他（                       ） 

＜実施の希望日＞    年  月  日 

イ 写しの送付を希望する。 

 

３ 本人確認等 

ア 開示請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人 

イ 請求者本人確認書類 

□運転免許証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明

書 

□その他（              ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、住民票の写し等も添付してください。 



 

 

ウ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してくださ

い。） 

（ア） 本人の状況 □未成年者（  年  月  日生） □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

（イ） 本人の氏名                       

（ウ） 本人の住所又は居所                   

エ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（       ） 

オ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（                 ） 

 

（Ａ４）  

  



 

 

様式第２号（第４ ４（３）ア条関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

開示決定等期限延長通知書 

 

  年 月 日付けで開示請求のあった保有個人情報については、岩手県議会個人情報の

保護等に関する条例第 26 条第２項の規定により、次のとおり開示決定等の期限を延長する

こととしましたので通知します。 

 

開示請求に係

る保有個人情

報の名称等 

 

延長後の期間   日（開示決定等期限  年  月  日） 

延長の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第３号（第４ ４（４）ア関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

開示決定等期限特例延長通知書 

 

  年 月 日付けで開示請求のあった保有個人情報については、岩手県議会個人情報の

保護等に関する条例第 27 条の規定により、次のとおり開示決定等の期限を延長することと

しましたので通知します。 

 

開示請求に係る保有

個人情報の名称等 
 

条例第 27 条の規定

（開示決定等の期限

の特例）を適用する

理由 

 

残りの保有個人情報

について開示決定等

をする期限 

  年  月  日までに可能な部分について開示決定等を行い、

残りの部分については、次に掲載する期限までに開示決定等を行う

予定です。 

 

  年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第４号（第４ ４（10）ア関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

開示決定通知書 

 

  年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、岩手県議会個人情

報の保護等に関する条例第 25 条第１項の規定により、次のとおり、開示することに決定し

たので通知します。 

 

１ 開示する保有個人情報（ 全部開示 ・ 部分開示 ） 

 

 

 

２ 非開示とした部分とその理由 

 

 

※ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、岩手県議会議長に対して書面をもって審査請求をすることができます。（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処

分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくな

ります。） 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、岩手県議会議長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して

１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、

上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

３ 開示する保有個人情報の利用目的 

 

 

 

 

 

 



 

 

４ 開示の請求に係る手数料 

 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書 

  （  ）件×300円＝   円 

 

５ 開示の実施の方法等 

⑴ 開示の実施の方法等 

 

⑵ 事務所における開示を実施することができる日時及び場所 

期間：  月  日から  月  日まで 

   （土・日曜、祝日、12月 29日から翌年１月３日までを除く。） 

時間： 

場所： 

⑶ 写しの送付を希望する場合の準備日数、送付に要する費用（見込額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

 

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第５号（第４ ４（10）ウ関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

開示をしない旨の決定通知書 

 

  年 月 日付けで開示請求のありました保有個人情報については、岩手県議会個人情

報の保護等に関する条例第 25 条第２項の規定により、次のとおり全部を開示しないことに

決定したので通知します。 

 

開示請求に係る保有

個人情報の名称等 
 

開示をしないことと

した理由 
 

 

開示の請求に係る手数料 

 開示請求があった保有個人情報に関する公文書の数 （  ）件×300円＝   円 

※ 開示請求があった保有個人情報に関する公文書の数とは、あなたから開示請求があった公文

書の数であり、岩手県議会において保有する公文書の数を示すものではありません。 

※ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、岩手県議会議長に対して書面をもって審査請求をすることができます。（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処

分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくな

ります。） 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、岩手県議会議長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して

１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、

上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第６号（第４ ５（２）関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

第三者意見照会書 

 

  に関する情報が含まれている保有個人情報について、岩手県議会個人情報の保護等に

関する条例第 19 条第１項の規定による開示請求があり、当該保有個人情報について開示決

定等を行う際の参考とするため、同条例第 28 条第１項の規定により、御意見を伺うことと

しました。 

つきましては、お手数ですが、当該保有個人情報を開示することにつき御意見があるとき

は、同封した「第三者開示決定等意見書」を提出していただきますようお願いします。 

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り扱

わせていただきます。 

 

開示請求に係る保

有個人情報の名称

等 

 

開示請求の年月日   年  月  日 

開示請求に係る保

有個人情報に含ま

れている  に関

する情報の内容 

 

意見書の提出先  

意見書の提出期限   年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第７号（第４ ５（３）関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 

 

  から  年  月  日付けで「第三者開示決定等意見書」の提出がありました保有

個人情報については、次のとおり開示決定しましたので、岩手県議会個人情報の保護等に関

する条例第 28条第３項の規定により通知します。 

 

開示請求に係る

保有個人情報の

名称等 

 

開示することと

した理由 
 

開示決定をした

日 
  年  月  日 

開示を実施する

日 
  年  月  日 

※ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、岩手県議会議長に対して書面をもって審査請求をすることができます。（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処

分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくな

ります。） 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、岩手県議会議長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して

１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、

上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第８号（第４ ６（２）ア関係） 

年  月  日 

 

岩手県議会議長 様 

 

           （ふりがな） 

氏名                         

住所又は居所 

〒 

                           

℡       （     ）            

 

 

開示の実施方法等申出書 

 

岩手県議会個人情報の保護等に関する条例第 29 条第２項の規定により、次のとおり申出

をします。 

 

１ 保有個人情報開示決定通知書の番号等 

文書番号： 

日付：  年  月  日 

 

２ 求める開示の実施方法 

開示請求に係る保有

個人情報の名称等 
実施の方法 

 

⑴ 閲覧 

① 全部 

② 一部（         ） 

⑵ 複写したものの交付 

① 全部 

② 一部（         ） 

⑶ その他（   ） 

① 全部 

② 一部（         ） 

 

３ 開示の実施を希望する日 

  年 月 日 午前・午後 

 

４ 「写しの送付」の希望の有無 

有  無 

 

（Ａ４）  



 

 

 

様式第９号（第５ １（２）関係） 

年  月  日 

 

岩手県議会議長 様 

 

           （ふりがな） 

氏名                         

住所又は居所 

〒 

                           

℡       （     ）            

 

 

訂正請求書 

 

岩手県議会個人情報の保護等に関する条例第 33 条第１項の規定により、次のとおり保有

個人情報の訂正を請求します。 

 

訂正請求に係る保有個人情

報の開示を受けた日 
  年  月  日 

開示決定に基づき開示を受

けた保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号：            

開示決定通知書の日付：  年  月  日 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等： 

 

訂正請求の趣旨及び理由 

（趣旨） 

 

（理由） 

 

 

１ 訂正請求者   □ 本人  □ 法定代理人  □任意代理人 

２ 請求者本人確認書類 

□運転免許証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明

書 

□その他（              ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、住民票の写し等も添付してください。 

 

 

 



 

 

３ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してくださ

い。） 

⑴ 本人の状況 □未成年者（  年  月  日生） □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

⑵ 本人の氏名                       

⑶ 本人の住所又は居所                   

４ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（      ） 

５ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（      ） 

 

（Ａ４）  

 

  



 

 

様式第 10号（第５ ４（３）ア関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

訂正決定等期限延長通知書 

 

  年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、岩手県議会個人情報の

保護等に関する条例第 36 条の規定により、次のとおり訂正決定等の期限を延長することと

しましたので通知します。 

 

訂正請求に係

る保有個人情

報の名称等 

 

延長後の期間   日（訂正決定等期限  年  月  日） 

延長の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 11号（第５ ４（４）ア関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

訂正決定等期限特例延長通知書 

 

  年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、岩手県議会個人情報の

保護等に関する条例第 37 条の規定により、次のとおり訂正決定等の期限を延長することと

しましたので通知します。 

 

訂正請求に係る保

有個人情報の名称

等 

 

条例第 37 条の規定

（訂正決定等の期

限の特例）を適用す

る理由 

 

訂正決定等をする

期限 
  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 12号（第５ ４（７）ア関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

訂正決定通知書 

 

  年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、岩手県議会個人情報の

保護等に関する条例第 35 条第１項の規定により、次のとおり訂正することと決定したので

通知します。 

 

訂正請求に係る

保有個人情報の

名称等 

 

訂正請求の趣旨  

訂正決定をする

内容及び理由 

（訂正内容） 

 

（訂正理由） 

 

※ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、岩手県議会議長に対して書面をもって審査請求をすることができます。（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処

分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくな

ります。） 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、岩手県議会議長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して

１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、

上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 13号（第５ ４（７）イ関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

訂正をしない旨の決定通知書 

 

  年 月 日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、岩手県議会個人情報の

保護等に関する条例第 35 条第２項の規定により、訂正をしない旨の決定をしたので、次の

とおり通知します。 

 

訂正請求に係

る保有個人情

報の名称等 

 

訂正をしない

こととした理

由 

 

※ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、岩手県議会議長に対して書面をもって審査請求をすることができます。（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処

分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくな

ります。） 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、岩手県議会議長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して

１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、

上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

 

様式第 14号（第６ １（２）関係） 

年  月  日 

 

岩手県議会議長 様 

 

           （ふりがな） 

氏名                         

住所又は居所 

〒 

                           

℡       （     ）            

 

 

利用停止請求書 

 

岩手県議会個人情報の保護等に関する条例第 41 条第１項の規定により、次のとおり保有

個人情報の利用停止を請求します。 

 

利用停止請求に係る保

有個人情報の開示を受

けた日 

  年  月  日 

開示決定に基づき開示

を受けた保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号：            

開示決定通知書の日付：  年  月  日 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等： 

 

利用停止請求の趣旨及

び理由 

（趣旨） 

□第１号該当 → □利用の停止 □消去 

□第２号該当 → 提供の停止 

（理由） 

 

１ 利用停止請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人 

２ 請求者本人確認書類 

□運転免許証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 

□その他（              ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、住民票の写し等も添付してください。 

 



 

 

３ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

⑴ 本人の状況 □未成年者（  年  月  日生） □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

⑵ 本人の氏名                       

⑶ 本人の住所又は居所                   

４ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（        ） 

５ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（                  ） 

 

（Ａ４）  

 

  



 

 

様式第 15号（第６ ４（３）ア関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

利用停止決定等期限延長通知書 

 

  年 月 日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、岩手県議会個人情

報の保護等に関する条例第 44 条の規定により、次のとおり利用停止決定等の期限を延長す

ることとしましたので通知します。 

 

利用停止請求に係

る保有個人情報の

名称等 

 

延長後の期間   日（利用停止決定等の期限  年  月  日） 

延長の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 16号（第６ ４（４）ア関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

利用停止決定等期限特例延長通知書 

 

  年 月 日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、岩手県議会個人情

報の保護等に関する条例第 45 条の規定により、次のとおり利用停止決定等の期限を延長す

ることとしましたので通知します。 

 

利用停止請求に係る保

有個人情報の名称等 
 

条例第 45 条の規定（利

用停止決定等の期限の

特例）を適用する理由 

 

利用停止決定等をする

期限 
  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 17号（第６ ４（７）ア関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

利用停止決定通知書 

 

  年 月 日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、岩手県議会個人情

報の保護等に関する条例第 43 条第１項の規定により、次のとおり、利用停止することに決

定したので通知します。 

 

利用停止請求に係

る保有個人情報の

名称等 

 

利用停止請求の趣

旨 

 

利用停止決定をす

る内容及び理由 

（利用停止決定の内容） 

 

（利用停止の理由） 

 

※ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、岩手県議会議長に対して書面をもって審査請求をすることができます。（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処

分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくな

ります。） 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、岩手県議会議長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して

１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、

上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 18号（第６ ４（７）イ関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

利用停止をしない旨の決定通知書 

 

  年 月 日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、岩手県議会個人

情報の保護等に関する条例第 43 条第２項の規定により、利用停止をしないことに決定をし

たので、次のとおり通知します。 

 

利用停止請求に係

る保有個人情報の

名称等 

 

利用停止をしない

こととした理由 

 

※ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、岩手県議会議長に対して書面をもって審査請求をすることができます。（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処

分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくな

ります。） 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、岩手県議会議長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して

１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、

上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 19号（第７ ４（４）関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

諮問をした旨の通知書 

 

  年 月 日付けの議長に対する審査請求について、次のとおり岩手県情報公開・個人

情報保護等審査会に諮問したので、岩手県議会個人情報の保護等に関する条例第 47 条第３

項の規定により通知します。 

 

審査請求に係る保

有個人情報の名称

等 

 

審査請求に係る開

示決定等［訂正決定

等、利用停止決定

等］ 

 

審査請求 

⑴ 審査請求日 

 

⑵ 審査請求の趣旨 

 

諮問日・諮問番号   年  月  日  諮問第  号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 20号（第８ （２）イ関係） 

年  月  日 

 

岩手県議会議長 様 

 

           （ふりがな） 

氏名                         

住所又は居所 

〒 

                           

℡       （     ）            

 

 

死者情報開示請求書 

 

岩手県議会個人情報の保護等に関する条例第 50 条第１項の規定により、次のとおり死者

情報の開示を請求します。 

 

１ 開示を請求する死者情報（具体的に特定してください。） 

 

 

 

２ 求める開示の実施方法等 

ア又はイのいずれかを選択してください。 

ア 窓口における開示の実施を希望する。 

＜実施の方法＞ □閲覧 □写しの交付 

□その他（                       ） 

＜実施の希望日＞    年  月  日 

イ 写しの送付を希望する。 

 

３ 遺族等確認等 

ア 開示請求者 □遺族等 □遺族等の法定代理人 □遺族等の任意代理人 

イ 死亡確認書類 □住民票の除票の写し □戸籍謄本又は除籍謄本 

 □その他（              ） 

ウ 遺族等該当性確認書類 □住民票の写し □戸籍謄本又は戸籍抄本 

エ 遺族等の本人確認書類 

イ 請求者本人確認書類 

□運転免許証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明

書 



 

 

□その他（              ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、住民票の写し等も添付してください。 

オ 遺族等の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してくださ

い。） 

（ア） 遺族等の状況 □未成年者（  年  月  日生） □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

（イ） 遺族等の氏名                       

（ウ） 遺族等の住所又は居所                   

カ 遺族等の法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出して

ください。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（       ） 

キ 遺族等の任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（                 ） 

 

（Ａ４）  

  



 

 

様式第 21号（第８ （２）イ関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

死者情報開示決定等期限延長通知書 

 

  年 月 日付けで開示請求のあった死者情報については、岩手県議会個人情報の保護

等に関する条例第 52 条第１項の規定によりその例によることとされている同条例第 26 条

第２項の規定により、次のとおり開示決定等の期限を延長することとしましたので通知しま

す。 

 

開示請求に係

る死者情報の

名称等 

 

延長後の期間   日（開示決定等期限  年  月  日） 

延長の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４） 

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 22号（第８ （２）イ関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

死者情報開示決定等期限特例延長通知書 

 

  年 月 日付けで開示請求のあった死者情報については、岩手県議会個人情報の保護

等に関する条例第 52 条第１項の規定によりその例によることとされている同条例第 27 条

の規定により、次のとおり開示決定等の期限を延長することとしましたので通知します。 

 

開示請求に係る死者

情報の名称等 
 

条例第 27 条の規定

（開示決定等の期限

の特例）を適用する

理由 

 

残りの死者情報につ

いて開示決定等をす

る期限 

  年  月  日までに可能な部分について開示決定等を行い、

残りの部分については、次に掲載する期限までに開示決定等を行う

予定です。 

 

  年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 23号（第８ （２）イ関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

死者情報開示決定通知書 

 

  年  月  日付けで開示請求のあった死者情報については、岩手県議会個人情報の

保護等に関する条例第 52条第１項の規定によりその例によることとされている同条例第 25

条第１項の規定により、次のとおり、開示することに決定したので通知します。 

 

１ 開示する死者情報（ 全部開示 ・ 部分開示 ） 

 

 

 

２ 非開示とした部分とその理由 

 

 

※ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、岩手県議会議長に対して書面をもって審査請求をすることができます。（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処

分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくな

ります。） 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、岩手県議会議長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して

１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、

上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

３ 開示する死者情報の利用目的 

 

 

 

 

 

 



 

 

４ 開示の請求に係る手数料 

 開示請求に係る死者情報が記録されている公文書 

  （  ）件×300円＝   円 

 

５ 開示の実施の方法等 

⑴ 開示の実施の方法等 

 

⑵ 窓口における開示を実施することができる日時及び場所 

期間：  月  日から  月  日まで 

   （土・日曜、祝日、12月 29日から翌年１月３日までを除く。） 

時間： 

場所： 

⑶ 写しの送付を希望する場合の準備日数、送付に要する費用（見込額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

 

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 24号（第８ （２）イ関係） 

 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

開示をしない旨の決定通知書 

 

  年 月 日付けで開示請求のありました死者情報については、岩手県議会個人情報の

保護等に関する条例第 52条第１項の規定によりその例によることとされている同条例第 25

条第２項の規定により、次のとおり全部を開示しないことに決定したので通知します。 

 

開示請求に係る死者

情報の名称等 
 

開示をしないことと

した理由 
 

 
開示の請求に係る手数料 

 開示請求があった死者情報に関する公文書の数 （  ）件×300円＝   円 

※ 開示請求があった死者情報に関する公文書の数とは、あなたから開示請求があった公文書の

数であり、岩手県議会において保有する公文書の数を示すものではありません。 

※ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、岩手県議会議長に対して書面をもって審査請求をすることができます。（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処

分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくな

ります。） 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、岩手県議会議長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して

１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、

上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 
 

 
（Ａ４）  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 25号（第８ （２）イ関係） 

 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

死者情報第三者意見照会書 

 

  に関する情報が含まれている死者情報について、岩手県議会個人情報の保護等に関す

る条例第 50 条第１項の規定による開示請求があり、当該保有個人情報について開示決定等

を行う際の参考とするため、同条例第 52 条第１項の規定によりその例によることとされて

いる同条例第 28条第１項の規定により、御意見を伺うこととしました。 

つきましては、お手数ですが、当該死者情報を開示することにつき御意見があるときは、

同封した「死者情報第三者開示決定等意見書」を提出していただきますようお願いします。 

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り扱

わせていただきます。 

 

開示請求に係る死

者情報の名称等 
 

開示請求の年月日   年  月  日 

開示請求に係る死

者情報に含まれて

いる  に関する

情報の内容 

 

意見書の提出先  

意見書の提出期限   年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 26号（第８ （２）イ関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

死者情報の開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 

 

  から  年  月  日付けで「死者情報第三者開示決定等意見書」の提出がありま

した死者情報については、次のとおり開示決定しましたので、岩手県議会個人情報の保護等

に関する条例第 52 条第１項の規定によりその例によることとされている同条例第 28 条第

３項の規定により通知します。 

 

開示請求に係る死

者情報の名称等 
 

開示することとし

た理由 
 

開示決定をした日   年  月  日 

開示を実施する日   年  月  日 

※ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、岩手県議会議長に対して書面をもって審査請求をすることができます。（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処

分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくな

ります。） 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、岩手県議会議長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して

１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、

上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 27号（第８ （２）イ関係） 

年  月  日 

 

岩手県議会議長 様 

 

           （ふりがな） 

氏名                         

住所又は居所 

〒 

                           

℡       （     ）            

 

 

死者情報の開示の実施方法等申出書 

 

岩手県議会個人情報の保護等に関する条例第 52 条第１項の規定によりその例によること

とされている同条例第 29条第２項の規定により、次のとおり申出をします。 

 

１ 死者情報開示決定通知書の番号等 

文書番号： 

日付：  年  月  日 

 

２ 求める開示の実施方法 

開示請求に係る死者

情報の名称等 
実施の方法 

 

⑴ 閲覧 

① 全部 

② 一部（         ） 

⑵ 複写したものの交付 

① 全部 

② 一部（         ） 

⑶ その他（   ） 

① 全部 

② 一部（         ） 

 

３ 開示の実施を希望する日 

  年 月 日 午前・午後 

 

４ 「写しの送付」の希望の有無 

有  無 

 

（Ａ４）  



 

 

 

様式第 28号（第８ （２）イ関係） 

 

年  月  日 

 

岩手県議会議長 様 

 

           （ふりがな） 

氏名                         

住所又は居所 

〒 

                           

℡       （     ）            

 

 

死者情報訂正請求書 

 

岩手県議会個人情報の保護等に関する条例第 51 条第１項の規定により、次のとおり死者

情報の訂正を請求します。 

 

訂正請求に係る死者情報の

開示を受けた日 
  年  月  日 

開示決定に基づき開示を受

けた死者情報 

開示決定通知書の文書番号：            

開示決定通知書の日付：  年  月  日 

開示決定に基づき開示を受けた死者情報の名称等： 

 

訂正請求の趣旨及び理由 

（趣旨） 

 

（理由） 

 

 

ア 訂正請求者 □遺族等 □遺族等の法定代理人 □遺族等の任意代理人 

イ 請求者（遺族等）本人確認書類 

□運転免許証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明

書 

□その他（              ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、住民票の写し等も添付してください。 



 

 

ウ 遺族等の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してくださ

い。） 

（ア） 遺族等の状況 □未成年者（  年  月  日生） □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

（イ） 遺族等の氏名                       

（ウ） 遺族等の住所又は居所                   

エ 遺族等の法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出して

ください。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（       ） 

オ 遺族等の任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（                 ） 

 

（Ａ４）  

 

  



 

 

様式第 29号（第８ （２）イ関係） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

死者情報訂正決定等期限延長通知書 

 

  年 月 日付けで訂正請求のあった死者情報については、岩手県議会個人情報の保護

等に関する条例第 52 条第１項の規定によりその例によることとされている同条例第 36 条

の規定により、次のとおり訂正決定等の期限を延長することとしましたので通知します。 

 

訂正請求に係

る死者情報の

名称等 

 

延長後の期間   日（訂正決定等期限  年  月  日） 

延長の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 30号（第８ （２）イ関係）） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

死者情報訂正決定等期限特例延長通知書 

 

  年 月 日付けで訂正請求のあった死者情報については、岩手県議会個人情報の保護

等に関する条例第 52 条第１項の規定によりその例によることとされている同条例第 37 条

の規定により、次のとおり訂正決定等の期限を延長することとしましたので通知します。 

 

訂正請求に係る死

者情報の名称等 
 

条例第 37 条の規定

（訂正決定等の期

限の特例）を適用す

る理由 

 

訂正決定等をする

期限 
  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 31号（第８ （２）イ関係）） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

死者情報訂正決定通知書 

 

  年 月 日付けで訂正請求のあった死者情報については、岩手県議会個人情報の保護

等に関する条例第 52 条第１項の規定によりその例によることとされている同条例第 35 条

第１項の規定により、次のとおり訂正することと決定したので通知します。 

 

訂正請求に係る死

者情報の名称等 

 

訂正請求の趣旨  

訂正決定をする内

容及び理由 

（訂正内容） 

 

（訂正理由） 

 

※ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、岩手県議会議長に対して書面をもって審査請求をすることができます。（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処

分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくな

ります。） 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、岩手県議会議長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して

１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、

上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 



 

 

様式第 32号（第８ （２）イ関係）） 

文 書 番 号 

年  月  日 

 

     様 

岩手県議会議長 氏名 

 

 

死者情報の訂正をしない旨の決定通知書 

 

  年 月 日付けで訂正請求のあった死者情報については、岩手県議会個人情報の保護

等に関する条例第 52 条第１項の規定によりその例によることとされている同条例第 35 条

第２項の規定により、訂正をしない旨の決定をしたので、次のとおり通知します。 

 

訂正請求に係

る死者情報の

名称等 

 

訂正をしない

こととした理

由 

 

※ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、岩手県議会議長に対して書面をもって審査請求をすることができます。（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処

分があった日の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求をすることができなくな

ります。） 

  この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内

に、県を被告として（訴訟において県を代表する者は、岩手県議会議長になります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して

１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）ただし、

上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

 

（Ａ４）  

＜本件連絡先＞ 岩手県議会事務局  課（  担当） 

        担当者名： 

        電話：          FAX： 

        E-mail： 


